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市第 101 号議案 

   横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改 

   正 

 横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

   令和８年２月10日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春  

横浜市条例（番号） 

   横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を 

改正する条例 

 横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例（平成22年３月横

浜市条例第10号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第１項第１号中「 840 円」を「 1,080 円（午後６時から翌

日の午前６時までの間に当該業務に従事した職員にあっては、日額

1,620 円）」に改め、同条第２項中「 1,680 円」を「 2,160 円」に

改める。 

別表中「６時間」を「４時間」に、「 7,500 」及び「 7,000 」を

「 8,000 」に改める。 

   附 則 

  （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関

する条例（以下「新条例」という。）第９条第１項及び第２項の

規定は、この条例の施行の日以後に同条第１項第１号に規定する
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業務に従事した職員に支給する災害応急対策等派遣手当について

適用し、同日前にこの条例による改正前の横浜市一般職職員の特

殊勤務手当に関する条例第９条第１項第１号に規定する業務に従

事した職員に支給する災害応急対策等派遣手当については、なお

従前の例による。 

３ 新条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に横浜市一般職

職員の特殊勤務手当に関する条例第８条第１項第３号アからウま

でに掲げる業務に従事した場合について適用し、同日前に同号ア

からウまでに掲げる業務に従事した場合については、なお従前の

例による。 

 

   提 案 理 由 

災害応急対策等のための業務に従事した場合の災害応急対策等派

遣手当の額を改定するとともに、非常災害時等の緊急業務に従事し

た場合の教員特殊業務手当について額を改定し、及び支給に係る時

間の区分を変更するため、横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

横 浜 市 一 般 職 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案    
                    (下 段  現  行) 

（ 災 害 応 急 対 策 等 派 遣 手 当 ） 

第 ９ 条  災 害 応 急 対 策 等 派 遣 手 当 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 手 当 」 と

い う 。 ） は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る 額 を 支 給 す る 。 

(1)  災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 223 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 

定 す る 災 害 が 発 生 し た 国 内 の 本 市 の 区 域 以 外 の 地 域 に 派 遣 さ れ 

、 災 害 応 急 対 策 又 は 災 害 復 旧 の た め の 業 務 に 従 事 し た 職 員 （ 当 

該 地 域 を 管 轄 す る 他 の 地 方 公 共 団 体 か ら 当 該 業 務 に 対 す る 給 与 

そ の 他 の 給 付 の 支 給 を 受 け る 者 及 び 消 防 組 織 法 （ 昭 和 22 年 法 律 

第 226 号 ） 第 39 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 協 定 に 基 づ く 消 防 の 応 援 

の う ち 要 請 を 受 け ず に 当 該 地 域 に 出 動 し た 者 を 除 く 。 ）  日 額 

1,080 円 （ 午 後 ６ 時 か ら 翌 日 の 午 前 ６ 時 ま で の 間 に 当 該 業 務 に 従 
840 円 

 事 し た 職 員 に あ っ て は 、 日 額 1,620 円 ） 
 

（ 第 ２ 号 省 略 ） 

２  前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 職 員 が 災 害 対 策 基 本 法 第 60 条 、 第 61 条 又 は

第 63 条 、 大 規 模 地 震 対 策 特 別 措 置 法 （ 昭 和 53 年 法 律 第 73 号 ） 第 26

条 そ の 他 の 法 令 の 規 定 に 基 づ き 、 避 難 指 示 、 立 入 禁 止 、 退 去 命 令

等 の 措 置 が さ れ た 区 域 に お い て 同 号 に 掲 げ る 業 務 に 従 事 し た 場 合 

                     2,160 円 
の 手 当 の 額 は 、 同 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 日 額    と す る 。 当 
                     1,680 円 

該 区 域 と な っ た 時 よ り 前 に こ れ と 同 一 の 区 域 に お い て 当 該 業 務 に

従 事 し た こ と に つ い て 手 当 を 支 給 す る こ と が 相 当 で あ る と 市 長 が

認 め る と き も 、 同 様 と す る 。 
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   （ 第 ３ 項 省 略 ） 

別 表 （ 第 ８ 条 第 ２ 項 ）   

第８条第１項の業務の  
種類    

区        分    
教員特殊業務手当  
の額（日額）   

                               （省          略）  

第３号アに掲げる業  
務         

                         ４時間      
当該業務に従事した時間が１日        以上  
                ６時間      
であるとき。               

        8,000  

           7,500  

当該業務に従事した時間が１日２時間以上    
４時間                    
    未満であるとき。           
６時間                     

           1,100  

第３号イ及びウに掲  
げる業務      

                          ４時間    
当該業務に従事した時間が１日        以上  
                ６時間      
であるとき。                

           8,000  

           7,000  

当該業務に従事した時間が１日２時間以上    
４時間                    
    未満であるとき。           
６時間                     

             900  

                               （省          略）  
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